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互いに支え合う地域 

地域における人と人とのつながりの構築 

地域の交流活動の活性化・地域福祉活動の充実 

ふれあい・交流のある地域 

住民自らが、地域で活動し、支え合い、助け合いができる地域 

一人ひとりを認め合える地域 

住民意識（互助意識）・（参加意識）・（共生意識）の高まり 

住民一人ひとりの活動・取り組み 
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 地域福祉推進のための共通の目標・地域の未来像【第３章】 

第３次佐倉市地域福祉計画 

社会福祉法第 107条（１） 

福祉サービスの適切な利

用の推進 

第４次佐倉市総合計画・後期基本計画 

個別計画 
子ども・子育て支援事業計画 

障害福祉計画（障害児福祉計画含む） 

障害者計画 

高齢者福祉・介護計画 

健康増進計画 

※（１）（２）は個別計画に 

規定されていることから、 

（３）に焦点をあてる。 

社会福祉法第 107 条（２） 

社会福祉を目的とする事

業の健全な発達 

 

社会福祉法第 107条（３） 

地域福祉に関する活動への

住民の参加の促進【第４章】 
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○市民委員公募 ・４／１～４／２２、地域福祉計画推進委員

会委員の公募 

・３名 

○地域福祉計画推進 

委員会 

・地域福祉計画推進委員会委員委嘱 ・Ｈ28年 7月 4日～ 

 Ｈ30年 3月 31日 

○委員会活動 ・地域福祉計画推進委員会開催（２回開催） 

  ７／４、３／１７ 

 

○事例調査 ・住民主体の活動事例を調査（３団体） 

  １０／２８、１１／１７、１２／１、１２／１４ 

・１団体は、11/17 と

12/１の２日実施 

○要綱改正 ・Ｈ２９．４．１ 佐倉市地域福祉計画推進委

員会設置要綱改正 

・所掌事務の追加（社

会福祉法改正に基づ

く、地域協議会として

の機能を追加） 

○委員会活動 ・地域福祉計画推進委員会開催（３回開催）

９／２８、１２／２１、 ３／１６ 

 

○地域福祉計画庁内 

検討会 

・地域福祉計画庁内検討会開催 

  １１／１６ 

・関係部課長１０名 

○事例調査 ・住民主体の活動事例を調査（３団体） 

  ７／４、７／２４、８／１８ 

 

○アンケート調査 ・２８年度と２９年度に事例調査をした団体

に、アンケート調査 

 

○地域福祉フォーラム ・リレートーク（２／２４）  
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

思う

どちらかというと思う

どちらともいえない（わからない）

あまり思わない

思わない

その他（具体的に）

無回答

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
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設問１ 設問２ 設問３ 設問４

「思う」の回答割合

平成28年度 平成29年度

【住民同士の支え合い】 

【近所からの相談等への対応】 

【住民同士の気づかい】 

【住民同士の交流】 



 

- 22 - 
 

 

 

 

 

 

 



 

- 23 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 25 - 
 

 

 

 

 

 

 



 

- 26 - 
 

 

 

 

 

  



 

- 27 - 
 



 

- 28 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 29 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 30 - 
 

 

 

 



 

- 31 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 32 - 
 

 



 

- 33 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 34 - 
 

 



 

- 35 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 36 - 
 

 



 

- 37 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 38 - 
 

 



 

- 39 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 
 

 



 

- 41 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 42 - 
 

 

 



 

- 43 - 
 



 

- 44 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 45 - 
 



 

- 46 - 
 



 

- 47 - 
 

 

す。 

 

 

。 

 



 

- 48 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域福祉推進のための共通の目標・地域の未来像 

【第３章】 

第３次佐倉市地域福祉計画 

法第 107 条（２） 

福祉サービス

の適切な利用

の推進 

第４次佐倉市総合計画・後期基本計画 

個別計画 
子ども・子育て支援事業計画 

障害福祉計画（障害児福祉計画含む） 

障害者計画 

高齢者福祉・介護計画 
健康増進計画 

法第 107 条（３） 

社会福祉を目的

とする事業の健

全な発達 

 

法第 107 条（４） 

地域福祉に関する

活動への住民の参

加の促進【第４章】 

改正法第 107 条

第１項（１） 

地域福祉におけ

る高齢者の福祉、

障害者の福祉、児

童の福祉その他

の福祉に関し、共

通して取り組む

べき事項 

改正法第 107 条

第１項（５） 

前条第１項各号

（※）に掲げる事

業を実施する場

合には、同項各号

に掲げる事業に

関する事項 
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